
証券コード：7897

日時

場所

2026年６月24日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

大阪府岸和田市木材町17番地２ 当社３Ｆ会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
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証券コード 7897
2026年６月８日

（電子提供措置の開始日 2026年6月2日）
株 主 各 位

大阪府岸和田市木材町17番地２

ホクシン株式会社
代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 高 橋 英 明

第76期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第76期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイ
トに掲載しておりますので、以下のURLにアクセスの上、メニューより「企業情報」、「IR情報」、
「第76期定時株主総会招集ご通知」を順に選択いただき、ご確認ください。

当社ウェブサイト https://www.hokushinmdf.jp

電子提供措置事項は当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲
載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東
証ウェブサイトにアクセスの上「銘柄名（会社名）」又は「コード」を入力・検索し、「基本情
報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「株主総会招集通知/株主総会資料」の情報を閲覧く
ださい。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月23日（
火曜日）当社の営業時間終了の時（午後５時30分）までに議決権を行使していただきますよう
お願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2026年６月24日（水曜日） 午前10時
2. 場 所 大阪府岸和田市木材町17番地２ 当社３Ｆ会議室

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
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3. 目的事項
報告事項 第76期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び計

算書類報告の件
決議事項
議 案 監査等委員以外の取締役４名選任の件

4. 議決権の行使についてのご案内
(１)書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき2026年６月23日（火曜日）当社の
営業時間終了の時（午後５時30分）までに到着するようご返送ください。議決権行使
書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取
り扱わせていただきます。

(２)インターネットによる議決権行使の場合
インターネットにより議決権を行使される場合には、４頁の「インターネットによる

議決権行使のご案内」をご高覧の上、2026年６月23日（火曜日）当社の営業時間終了
の時（午後５時30分）までに行使してください。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申しあげます。
2. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおい

て、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
3. 本株主総会に関しましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を

記載した書面をお送りしております。
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議決権行使についてのご案内

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。（ご捺印は不要です。）
なお、株主様でない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができる株主
様以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。

各議案の賛否を議決権行使書用紙にご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
ご返送いただいた議決権行使書において、各議案の賛否の表示をされない場合は、賛成
の表示があったものとして取り扱います。

次頁をご参照のうえ、QRコードを読み取る「スマート行使」による方法、または
議決権行使ウェブサイト（https：//www.web54.net）にて「議決権行
使コード」および「パスワード」を入力する方法により、議案に対する賛否をご入
力ください。

書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議
決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって議決権を複数回行使された場合は、
最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

株主総会開催日時

行使期限

行使期限

2026年６月24日（水曜日）午前10時

2026年６月23日（火曜日）午後５時30分到着分まで

2026年６月23日（火曜日）午後５時30分まで

株主総会にご出席いただく場合

書面にて行使いただく場合

インターネットにて行使いただく場合

議決権行使のお取扱いについて

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。
電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申
し上げます。
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インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。
議決権行使書用紙右下に記載の 以降は画面の案内に従って賛否

をご入力ください。
「スマート行使」での議決権行使
は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、
お手数ですが PC向けサイトにアクセスし、
議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コー
ド」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。

Rコードを再度読取っていただくと、PC向け
サイトへ遷移できます。
「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登

※ Q

※
録商標です。

見本
見本

QRコードを読取ってください。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法
議決権行使ウェブサイトに
アクセスしてください。

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力
ください。

❶「パスワード」を入力
❷「登録」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

❶

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号： （フリーダイヤル）

（受付時間 午前 9時～午後 9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

❶「次へすすむ」をクリック ❶「議決権行使コード」を入力
❷「ログイン」をクリック

❶ ❶
❷ ❷

① パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。
② パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
③ 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

― 4 ―

2026年05月22日 20時20分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 5 ―

株主総会参考書類
議案及び参考事項

議 案 監査等委員以外の取締役４名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員以外の取締役全員（４名）が任期満了となりますので、

監査等委員以外の取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき点は

なく、相当であるとの意見でした。

監査等委員以外の取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

１
たかはし ひであき
高 橋 英 明

（1964年２月21日）

1993年４月 当社入社
2004年２月 技術開発部長
2014年４月 製造部長
2015年７月 執行役員製造部長
2019年６月 取締役執行役員製造部長
2020年10月 取締役執行役員技術開発部長
2022年４月 取締役執行役員
2022年６月 代表取締役社長執行役員（現任）
（現担当業務）
全般 品質保証室、監査室

122,468株

[取締役候補者とした理由]
高橋英明氏は、技術開発や製造部門の重職を務め、2019年６月からは取締役に就任し、企業価値の向
上に努めて参りました。その豊富な経験と実績に基づく経営能力を活かして、取締役会の意思決定機
能、監督機能を強化することが期待されるため、引き続き取締役として選任をお願いするものでありま
す。
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候補者
番号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

２
ひ ろ た まさとし
廣 田 昌 俊

（1971年１月11日）

1996年４月 当社入社
2016年４月 経営企画室長兼製造副部長
2019年６月 執行役員経営企画室長

兼営業業務部長
2021年７月 執行役員経営企画室長
2022年６月 取締役上席執行役員

経営企画室長
2022年７月 取締役上席執行役員（現任）
（現担当業務）
経営企画室、営業業務部、購買部担当

44,467株

[取締役候補者とした理由]
廣田昌俊氏は、入社以来、当社の製品開発や製造業務及び海外業務に携わり、2022年６月からは取締
役に就任し、当社の経営を適切に監督してまいりました。その豊富な業務経験と原材料調達、購買管
理、工場管理をはじめ収益向上に関する知見は当社の企業価値向上に寄与するものと判断し、引き続き
取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

３ いけもと て る お
池 本 輝 男

（1967年９月13日）
新任

1991年３月 当社入社
2014年10月 経理部長
2021年６月 執行役員経理部長
2025年４月 執行役員（現任）
（現担当業務）
経理部担当 10,674株

[取締役候補者とした理由]
池本輝男氏は、入社以来、製造、技術開発、海外事業、企画、財務・情報システム部門に携わり、
2021年6月からは財務・情報システムの執行役員として業務運営、内部管理及びリスク管理を担って
まいりました。その豊富な経験や知見は、当社の経営管理体制の強化に資するものと判断し、新たに取
締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する

当社の株式数

４ こいずみ こういち
小 泉 浩 一

（1961年11月16日）
新任

1984年４月 兼松江商株式会社（現兼松株式会社）入社
2013年 4 月 同社車両・車載部品第１部長
2014年 6 月 兼松米国会社シカゴ支店支店長
2018年 6 月 兼松株式会社東京本社執行役員

車両・航空部門副部門長
兼車両・車載部品第１部長

2019年４月 同社執行役員車両・航空副部門長
2021年６月 兼松サステック株式会社取締役顧問
2021年10月 同社代表取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
兼松サステック株式会社代表取締役

0株

[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]
小泉浩一氏は、当社の主要株主である兼松株式会社の執行役員、兼松サステック株式会社の代表取締役
を経験しております。会社経営に対する豊富な知識と経験に基づき、社外取締役として当社の経営全般
に対して専門的かつ客観的な視点から的確な提言や助言をいただけるものと期待し、新たに取締役とし
て選任をお願いするものであります。

（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 所有する当社の株式の数には、役員持株会名義で所有する持分株数を含んでおります。
3. 小泉浩一氏は、社外取締役候補者であります。
4. 小泉浩一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、原案どおり選任され

た場合、独立役員として指定する予定であります。
5. 当社は、小泉浩一氏の選任が承認された場合、当社と同氏との間で会社法第427条第１項に基づく

責任限定契約を締結する予定です。
当該契約に基づく取締役の責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となり
ます。

6. 当社は、高橋英明氏、廣田昌俊氏との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結し
ており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償するこ
ととしており、再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、池本輝男氏、
小泉浩一氏の選任が承認された場合は、同様の補償契約を締結する予定であります。

7. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に株主、会社、従業
員、その他第三者から損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金及び訴訟費用等を補填するこ
ととしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当
該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以 上
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【当社の取締役および社外取締役の知識・経験・能力（スキル・マトリックス）】

地位・氏名 性別 独立社外 企業経営 財務会計 コーポレート
ガバナンス

法務・コンプ
ライアンス

ESG ・
サステナ
ビリティ

技術製造 事業戦略

代表取締役
社長執行役員 高 橋 英 明 男性 〇 〇 〇 〇 〇

取締役
上席執行役員 廣 田 昌 俊 男性 〇 〇 〇 〇

取締役
上席執行役員 池 本 輝 男 男性 〇 〇 〇 〇

取締役 小 泉 浩 一 男性 〇 〇 〇 〇

常勤監査等委員
取締役 山 田 公 徳 男性 〇 〇 〇 〇 〇

監査等委員
取締役 澤 由 美 女性 〇 〇 〇 〇

監査等委員
取締役 桂 川 恵利子 女性 〇 〇 〇 〇
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事 業 報 告
〔2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで〕

1. 会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当事業年度における我が国の経済は、物価上昇と賃上げが同時に進む中で、緩やかな回復
が続いた年でありました。企業がコスト増を価格転嫁しつつ利益を確保した結果、賃上げや
設備投資は拡大しました。一方、物価上昇の影響により個人消費は力強さを欠く場面もあ
り、景気は一部で弱さもみられました。また長年のデフレから脱却し内需主導で持ち直しが
みられたものの、米国の関税政策や世界経済の減速など外部環境に左右されやすい不透明な
状況が継続してまいりました。
当社と関係の深い住宅業界におきましては、資材価格や人件費の上昇を始めとしたコスト

上昇による住宅価格の高騰と、住宅ローン金利の上昇により住宅取得マインドは低下傾向に
ありました。また昨年４月に施行された建築基準法改正や省エネ基準の適用義務化に伴う建
築確認申請の長期化により、新設住宅着工戸数は４月から３月の累計で前年同期比12.9％
の大幅減少となりました。一方で省エネ基準の強化や断熱等級の引き上げなど政策面の影響
により、高性能化住宅へのニーズの拡大が進んだ１年でもありました。
当事業年度における当社業績につきましては、構造用途の拡販を除き主力の建材用途、フ

ロアー基材用途の販売は新設住宅着工戸数の減少に伴い低迷しました。生産面においては、
構造用床用途への拡販が進み、厚物ラインの生産量が増加いたしました。一方、薄物ライン
では販売量減少に伴う生産量調整を継続いたしました。輸入商品についても薄物ライン同様
の理由により、入荷量の調整を行ってきました。製造原価においては原材料価格・労務費の
みならず、インフレによる経費の上昇により前年同様上昇傾向にありました。このような状
況の中、期初から続けてきた価格改定活動や生産面でのコストダウンは一定の収益改善に貢
献したものの吸収に至らず、収益を確保することができませんでした。
この結果、当事業年度の売上高は102億67百万円（前年同期比0.4%増）、営業損失は37

百万円（前年同期は営業損失68百万円）、経常損失は36百万円（前年同期は経常損失64百
万円）、当期純損失は27百万円（前年同期は当期純利益20百万円）となりました。

2026年05月22日 20時20分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 11 ―

（2）設備投資及び資金調達の状況
当事業年度に実施しました設備投資の総額は、３億95百万円であります。
なお、これらの設備投資に必要な資金は自己資金により充当しております。

（3）対処すべき課題
住宅業界におきましては、雇用環境の改善や賃金上昇による国内景気の回復を期待するも

のの、一方では中東情勢を始めとした地政学的リスクによる国内景気への影響は不透明であ
ります。また、住宅価格の高騰や住宅ローン金利の上昇に加えて、人口減少や世帯数の伸び
鈍化により、中長期的な新設住宅着工戸数は今後も厳しい状況が続くと思われます。このよ
うな状況下において、ＭＤＦの優位性を生かした構造用既存市場への拡販及び、非住宅市場
向け新規製品の開発・拡販に取り組みます。また今期は、廃棄衣類を原料とした
PANECO® board Mの生産設備の設置が完了し量産体制が整いました。今後より一層の
生産効率化による製造経費の削減、配送効率の向上などコストダウンに努めるとともに品質
改善を推し進め、安定してＭＤＦを市場に供給するとともに、販売価格改定により収益改善
に努めてまいります。

（4）財産及び損益の状況の推移

区 分 第73期
（2022年度）

第74期
（2023年度）

第75期
（2024年度）

第76期
（2025年度）

売 上 高 千円 千円 千円 千円
12,887,687 10,979,595 10,224,606 10,267,632

経常利益又は経常損失（△） 千円 千円 千円 千円
489,870 190,586 △64,702 △36,960

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （△）

千円 千円 千円 千円
332,407 158,735 20,343 △27,580

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

円 円 円 円
11.72 5.60 0.72 △0.97

総 資 産 千円 千円 千円 千円
14,378,197 14,341,149 13,730,263 13,069,083

純 資 産 千円 千円 千円 千円
5,790,661 5,944,597 5,823,450 5,890,820

１ 株 当 た り 純 資 産 円 円 円 円
204.24 209.67 205.40 207.77

（5）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。
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（6）主要な事業内容
当社は、岸和田工場にてＭＤＦ製品（製品名：スターウッド及びスターウッドTFB）を製

造し、また、海外で製造されたＭＤＦ商品（商品名：カスタムウッド等）を仕入れ、販売を
行っております。ＭＤＦは繊維板の一種で木質チップを蒸煮解繊して、接着剤を添加、熱圧
して平板とした後、調湿、仕上、検査を経て製品となります。
製品は高耐水・高耐久性、寸法安定性を有し、均質で表面が平滑で加工性に富んだシック

ハウス対応の住宅部材、住設機器部材、家具部材、二次加工台板等として広く利用されてお
ります。また、住宅構造用部材として耐力壁、床下地の用途にも利用されております。

（7）主要な営業所及び工場
① 当 社 本社（大阪府岸和田市）
② 工 場 当社岸和田工場（大阪府岸和田市）

（8）従業員の状況
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
167〔49〕名 15名減 42.6歳 17.6年

（注）1. 〔〕内は臨時従業員数（継続雇用社員、嘱託社員、人材派遣会社からの派遣社員を含む）で、
外数で記載しております。

2. 出向者は出向元に含めず出向先に含めています。
3. 当事業年度より従業員数及び臨時従業員数の算出方法の見直しを行ったことにより、従業員数

が15名減少し、臨時従業員数が13名増加しております。
4. 平均年数及び平均勤続年数は臨時従業員を含めずに算定し表示単位未満を四捨五入し記載して

います。

（9）主要な借入先
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 1,500百万円
株 式 会 社 紀 陽 銀 行 1,175百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 900百万円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 420百万円
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 195百万円
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2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 99,713,700株
（2）発行済株式の総数 28,373,005株（自己株式20,907株を含む）
（3）単元株式数 100株
（4）当期末株主数 7,282名（前期末比119名増）
（5）大株主の状況（上位10名）

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）
兼 松 株 式 会 社 7,522 26.53
Ｄ Ａ Ｉ Ｋ Ｅ Ｎ 株 式 会 社 4,227 14.91
永 大 産 業 株 式 会 社 1,000 3.53
ホ ク シ ン 取 引 先 持 株 会 997 3.52
酒 井 佐 知 子 728 2.57
國 分 節 子 710 2.51
中 島 和 信 674 2.38
株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 430 1.52
ホ ク シ ン 従 業 員 持 株 会 336 1.19
古 谷 洋 作 305 1.08

（注） 持株比率は、自己株式（20,907株）を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役
（社 長 執 行 役 員） 高 橋 英 明 全般 品質保証室、監査室、安全衛生推進室担当

取 締 役
（上 席 執 行 役 員） 寺 田 恭 久 本社部門管掌 管理部、ガバナンス担当

取 締 役
（上 席 執 行 役 員） 廣 田 昌 俊 経営企画室、営業業務部、購買部担当

取 締 役 永 田 武
ＤＡＩＫＥＮ株式会社
取締役専務執行役員
海外事業統括担当

取 締 役
（監 査 等 委 員） 山 田 公 徳

取 締 役
（監 査 等 委 員） 澤 由 美

弁護士、税理士、立命館大学
大学院法学研究科授業担当講師、
堺市監査委員

取 締 役
（監 査 等 委 員） 桂 川 恵利子

公認会計士、
セブンリリーズコンサルティング株式会社
代表取締役、
株式会社ダブルツリー
社外取締役

（注）1. 取締役永田武、山田公徳、澤由美及び桂川恵利子の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外
取締役であります。

2. 当社は、社外取締役山田公徳、澤由美及び桂川恵利子の３氏を、独立役員として東京証券取引
所に届け出ております。

3. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、監査等委員以外の取締役からの情報収集及び
重要な社内会議における情報共有並びに会計監査人及び内部監査室等との十分な連携と監査等
委員会の環境整備のため、山田公徳氏を常勤の監査等委員として選定しております。

4. 監査等委員 澤由美氏は、弁護士及び税理士であり、企業法務及び法律、税務に関する相当程度
の知見を有しております。

5. 監査等委員 桂川恵利子氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し
ております。

6. 取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役 名 氏 名 職 名
執行役員 池 本 輝 男 経理部担当
執行役員 池 田 茂 製造部・技術開発部担当
執行役員 日下部 大 典 営業部担当 営業部長
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（2）取締役の報酬等の額
① 監査等委員以外の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に係る事
項

当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、監査等委員以外の取締役（以
下、「取締役」という。）の個人別報酬等の内容にかかる決定方針を決議し、2022年３
月25日開催の取締役会にて一部改訂いたしました。当該決議に際しては、あらかじめ
決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の内容は下記のとおりです。

a.基本方針
当社取締役の個人別報酬は、月額基本報酬（固定報酬＋株式拠出金銭報酬）と賞与

（業績連動報酬）により構成する。社外取締役は、月額基本報酬（固定報酬）のみを支
払うこととする。

b.月額基本報酬（固定報酬）に関する方針
月額基本報酬（固定報酬）は、各々の職位・職責等を勘案し取締役会で協議の上決定

するものとする。
c.月額基本報酬（株式拠出金銭報酬）に関する方針

月額基本報酬（株式拠出金銭報酬）は、株式報酬ガイドラインに基づき、指名報酬委
員会が審議し、その結果を取締役会に答申し、取締役会で支給の可否、支給額及び支給
方法を決定するものとする。
株式拠出金銭報酬は、中長期の業績を反映させる観点から支給するものであり、毎

月、その全額を拠出し、役員持株会を通じて、当社株式を購入し、購入した株式は在任
期間中、その全てを保有するものとする。（株式報酬）

d.賞与（業績連動報酬等）に関する方針
賞与（業績連動報酬）は、役員賞与ガイドラインに基づき、指名報酬委員会が審議

し、その結果を取締役会に答申し、取締役会で決定するものとする。算定方法は、当期
純利益の４％を取締役の賞与総額として、各取締役の報酬月額比率にて配分し、毎年６
月頃に支給するものとする。

e.報酬等の割合に関する方針
月額基本報酬（固定報酬＋株式拠出金銭報酬）と賞与（業績連動報酬等）の支給割合

については、明確な基準は定めないが、賞与は月額基本報酬12ヶ月分を超えないもの
とし、標準的な業績の場合、おおよそ固定報酬： 株式拠出金銭報酬（株式報酬）：賞与
の比率は75％：５％：20％を目安に支給する。
f.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法に関する方針

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法については、取締役会は、指名報酬委
員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重し、決定することとす
る。
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② 取締役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額

（千円）

報酬等の種類別の総額
（千円）

対象となる
役員の員数基本報酬

業績連動報酬
（賞与）

固定報酬 株式拠出
金銭報酬

監査等委員以外の取締役
（うち社外取締役）

56,340
（3,600）

51,540
（3,600）

4,800
（―）

―
（―）

４名
（１名）

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

21,540
（21,540）

21,540
（21,540）

―
（―）

―
（―）

５名
（５名）

合計
（うち社外取締役）

77,880
（25,140）

73,080
（25,140）

4,800
（―）

―
（―）

９名
（６名）

（注）1. 2015年６月26日開催の第65期定時株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等の限
度額を年額90,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬等の限度額を年額30,000千円以
内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員以外の取締役の員数は４名
（うち、社外取締役は１名）、監査等委員である取締役は３名（うち、社外取締役は３名）です。

2. 監査等委員以外の取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人部分は含まれておりませ
ん。

3. 監査等委員以外の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬委員会が原案
について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にそ
の答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

4. 業績連動報酬等の算定の基礎として選定した業績指標は当期純利益です。当事業年度は当期純
損失27,580千円を計上いたしましたため、業績連動報酬の支給対象要件を満たさず支給致しま
せんでした。

2026年05月22日 20時20分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 17 ―

（3）社外役員に関する事項
① 他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

区 分 氏 名 重要な兼職の状況 当社との関係

監査等委員
以外の取締役 永 田 武

ＤＡＩＫＥＮ株式会社
取締役専務執行役員
海外事業統括担当

法人主要株主
主要取引先

監査等委員
である取締役 澤 由 美

弁護士、税理士、
立命館大学大学院法学研究科授業担当講師、
堺市監査委員

−

監査等委員
である取締役 桂 川 恵利子

公認会計士、
セブンリリーズコンサルティング株式会社
代表取締役、
株式会社ダブルツリー
社外取締役

−

② 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況

監査等委員
以外の取締役 永 田 武

当事業年度開催の取締役会11回中10回に出席し、木材・建材及
び海外事業に対する豊富な知識及び経験並びに幅広い見識に基
づき、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求めら
れる役割・責務を十分に発揮しております。

監査等委員
である取締役 山 田 公 徳

2025年6月26日取締役就任以降開催の取締役会9回及び監査等
委員会10回すべてに出席し、企業実務経験者として培われた専
門的な知識・経験と幅広い見識に基づき、監督、助言等を行う
など、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割
を果たしております。

監査等委員
である取締役 澤 由 美

当事業年度開催の取締役会11回及び監査等委員会12回全てに出
席し、主に弁護士及び税理士の豊富な経験と知識に基づき、当
社の経営に対する実効性の高い監督に十分な役割・責務を果た
しております。

監査等委員
である取締役 桂 川 恵利子

2025年6月26日取締役就任以降開催の取締役会9回及び監査等
委員会10回すべてに出席し、主に公認会計士の豊富な経験と知
識に基づき、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な
役割・責務を果たしております。
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③ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に規定する最低責任

限度額としております。

（4）補償契約の内容の概要
当社は高橋英明氏、寺田恭久氏、廣田昌俊氏、永田武氏、山田公徳氏、澤由美氏及び桂川

恵利子氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第
１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとして
おります。ただし、当該補償契約によって会社役員の執行の適正性が損なわれないようにす
るため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害や、当社が
各取締役に対して責任を追及する場合には防御費用も補償されないなど、一定の免責事由が
あります。

（5）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条

の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。
当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して、その職務の執行に関し責任を負うこ

と又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金等が補
填されることとなります。
なお、補填する額について限度額を設けることや、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法

行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、被保険者の職務の適正性が
損なわれないようにするための措置を講じております。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

PwC Japan有限責任監査法人

（2）報酬等の額
報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,600千円

② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計 20,600千円

（注）1. 監査等委員会では、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する
監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、報酬見積りの算出根拠や職務
執行状況などを確認し検討した結果、経営執行部門から聴取した意見を踏まえ、会社法第399
条第１項及び第３項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①にはこれらの
合計額で記載しております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、会計監査人の解任について協議を行います。監査等委員全員の同意に基づき
会計監査人を解任した場合は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に
報告いたします。
また監査等委員会は、会計監査人において職務を適切に遂行することが困難であると認め

られる場合、又は監査の適正性を高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される
場合には、会計監査人の選任及び解任並びに再任しないことに関する議案の内容を決定しま
す。

6. 業務の適正を確保するための体制
当社が業務の適正を確保する体制として取締役会において決議した事項は、次のとおりで

あります。（最終改訂 2026年４月24日）
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（1）当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制

① 企業の法令遵守の重要性に鑑み、取締役会や経営会議において法制度や社会の動向を見
据えつつ社内の最新実態を把握・評価することで、コンプライアンス体制の強化を図る。

② コンプライアンス担当セクションを定めコンプライアンスマニュアルを整備し、社内イ
ントラネット上でも閲覧可能とし、取締役から全従業員まで周知徹底を図る。

③ 法令遵守のみならず、良識ある行動倫理を徹底すべく、教育研修の充実を図る。
④ 経理関係諸規程を整備し、「内部統制委員会」を設置して会計記録の適正を期するとと
もに、業務が適正に遂行されているかを監視するために、「内部監査規程」を定め、監査
室による内部監査を実施する。

⑤ 使用人等が（規程に定める監査等委員を含む）窓口担当者に対して直接、組織的又は個
人的な法令違反行為等に関する情報をすみやかに提供できるよう、「内部通報規程」を定
めコンプライアンス体制を確保する。

⑥ コンプライアンス体制構築にあたっては兼松株式会社の「内部統制・コンプライアンス
委員会」と連携した対応を行う。

（2）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 「取締役会規程」にて、取締役会の議事録は10年間本店に備えおくことを定める。
② 「文書取扱規程」にて、会計帳簿及び貸借対照表並びに会社の基本的権利義務に関する
契約及び財産に関する証書、その他これに準ずる文書の保管、保存及び廃棄に関する基準
を定め、適切に文書を保管する。

③ 当該「文書取扱規程」により、取締役の職務の執行に必要と判断される文書が適宜閲覧
可能な体制とする。

（3）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 「職務権限規程」に基づきそれぞれ担当部署を定め、社内規程や実施細則・実施要領等
を制定、研修などを通じて周知徹底し財務リスク、販売リスク、購買リスク、環境リス
ク、労災リスク等、業務上発生し得る各種リスクに備え損失の未然防止を図る。
また、取締役および使用人である執行役員で構成する経営会議を設置し、重要案件の審

議・検討を実施する。また必要に応じ社内横断的な委員会・プロジェクトチーム等を設置
することにより業務上発生するリスクのコントロール及び顕在化したリスクへの対応協議
を実施する。
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② 自然災害など非常事態発生時の業務に関わるリスクについては、「ＢＣＰ（事業継続計
画）」に定められた「危機管理マニュアル」や「非常時対応フロー」等に基づき、社員と
その家族の安否確認、災害対策本部の設置による早期事業の復旧対応など適切な管理体制
を構築する。

（4）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 「取締役会規程」を定め、定例取締役会を原則１カ月に１回、臨時取締役会を必要に応
じ随時開催し、法令又は定款に定める事項の他、「経営の基本方針」その他重要な事項を
決定する。

② 経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の
明確化を図り、業務執行の機動性を高めるため、執行役員制度を採用する。

③ 意思決定の迅速化と機動的経営の実現のため経営会議を組織し、取締役会決定の方針に
基づいて会社の全般的な業務の執行に関する基本方針を定め、業務遂行の指揮、指導にあ
たる。

④ 会社が、公正かつ組織的な企業活動を行うため、「職務権限規程」にて、取締役及び従
業員の職務と権限の関係並びに基準を定める。

⑤ 重要案件の決裁のスピードアップと審議の高度化を目的とし、「職務権限規程」に定め
られた決裁者の決裁に先立ち、あらかじめ全社的立場で検討・審議を行い、決裁者への答
申を行うため、「委員会・プロジェクトチーム等」を設置する。主要な委員会・プロジェ
クトチーム等へは、監査等委員会が選定する監査等委員も出席する。

⑥ 「予算管理規程」に従い、年度予算計画及び中期経営計画を策定し、これらに基づいた
事業年度毎の業務計画を立案、実行する。また、その進捗状況は、統合マネジメントシス
テムのマネジメントレビューとして「業績改善会議」を実施し、目標・計画の着実な達成
を図る。

（5）当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 当社は兼松株式会社のグループの一員として、兼松株式会社の「内部統制・コンプライ
アンス委員会」の助言のもと、コンプライアンス活動を推進し、適宜兼松株式会社に対し
て報告する体制を構築する。
また年に数回、適宜、兼松株式会社及び兼松グループの企業のトップマネジメントが集

まり、グループ経営に関する情報を共有し、相互理解とコーポレートガバナンスの共通認
識の徹底を図る。

② 当社と兼松株式会社との間における不適切な取引や不正な会計処理を防止するため、適
宜、情報交換を行うことにより、当社の独立性を十分に確保する体制を構築する。
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（6）当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の実効性を高め、業務の円滑な遂行のため、監査等委員会の職務を補助する

必要が生じ、監査等委員会として補助すべき取締役又は使用人が必要との要請を行った場合
には、監査等委員会の職務遂行を補助する体制を確保する。

（7）当社の監査等委員会を補助すべき取締役又は使用人の他の取締役からの独立性及び監査等
委員会の当該取締役又は使用人に対する指示の実効性に関する事項
監査等委員会の職務遂行を補助すべき取締役又は使用人については、監査等委員会が指揮

命令権を有し、他の取締役からの指示命令は受けないものとする。

（8）当社の監査等委員会への報告に関する体制
① 取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、取締役が法令に違反する事実、会社に著
しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには直ちに、またコンプライアンスに
関する重要な事項については都度、報告する。

② 取締役及び使用人は、監査等委員会又は監査等委員会が選定する監査等委員から業務執
行に関する報告を求められた場合には、すみやかに報告する。

③ 取締役会の他、監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員会の実効的な実施を
行うため、経営会議及びコンプライアンスや内部統制等に関する重要な会議他、主要な委
員会・プロジェクト等に出席し、当社における経営上の重要事項について報告を受ける。
出席しない場合には、付議事項や資料について説明を受け、議事録等を閲覧することが

できる。
④ 監査等委員会及び監査等委員へ報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由
として解雇その他の不利益な取扱いを行うことを禁止する。

（9）その他の当社の監査等委員会の監査等の職務が実効的に行われることを確保するための体
制

① 監査等委員会が選定する監査等委員は、監査室の実施する内部監査に関する年次計画に
ついて事前に説明を受け、監査室の内部監査に同席し、結果の報告を受け、又は特定事項
に関し調査の依頼を求めることなど、監査等委員会と監査室が連携できる体制とする。

② 監査等委員会は、会計監査人の取締役からの独立性を確保し、会計監査人の監査計画に
ついて、事前に報告を受ける。また会計監査人の報酬については、監査等委員会の同意を
要するものとする。
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③ 代表取締役と監査等委員会及び監査等委員は、定期的に会合を持つ等により、経営の基
本方針を確かめるとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査等
委員会の職務にかかる環境整備の状況、監査等職務上の重要課題について意見交換し、代
表取締役との相互認識と信頼関係を深めるよう努めるものとする。

④ 監査等委員が職務を執行する上で生じる費用又は債務について前払い又は償還の請求を
したときは、当社がすみやかに支払うものとする。

（10）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
① 基本的な考え方

反社会的勢力からの不当・不法な要求等に対しては、警察当局・顧問弁護士との緊密な
連携のもとに、一切の関係を遮断し、組織全体で対応する。

② 整備状況
コンプライアンスマニュアルに反社会的勢力に対する行動指針を定め、社員全員に周知

徹底している。
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7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
（1）職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社はガバナンス体制として監査等委員会設置会社を選択しており、監査等委員を含む取
締役の半数以上を社外取締役とすることで、経営に対する監督機能の強化に留意しておりま
す。法令遵守に関しましては、社内外に向けて「ホクシン行動準則」を掲げることで、法と
規則の遵守を宣言し社員による徹底を目指しております。またコンプライアンスマニュアル
を整備し、更に、社長からは年始の社員向け挨拶、あるいは会議での締め括りの言として
「安全・健康」と並び、折に触れ「法令遵守」が行動指針として掲げられております。また、
統合マネジメントシステムで業務上の法令遵守状況をチェックするとともに毎年コンプライ
アンス委員会にて法令の遵守状況を確認しており、必要に応じて改善指示を出すようにして
います。これに加え、従業員のコンプライアンス意識の徹底を図るべく定期的にハラスメン
トに関する研修を実施しております。
コンプライアンス体制を確保するために、「内部通報規程」にもとづく内部通報制度を設

けており、社内通報窓口に加え、弁護士事務所及び社会保険労務士事務所を社外通報窓口と
して設置しております。また、ハラスメントに関しては「ハラスメント防止と対応に関する
規程」を制定し、個人情報に配慮した対応を行っております。なお、インサイダー取引に関
しては「内部者取引規制に関する規程」を制定し、注意喚起を発信することで同取引の未然
防止の徹底を図っております。
情報管理体制の向上に関しては、情報セキュリティ委員会において全社的なセキュリティ

マネジメントの計画を作成し実施しております。当社では、「情報セキュリティ基本方針」
を定め、これに基づき「情報セキュリティ規程」および「情報セキュリティ対策標準」を整
備し、全社的な情報管理体制の強化を図っております。さらに、全社員を対象とした情報セ
キュリティ教育を通じて、情報セキュリティの向上に努めております。
個人情報の取り扱いについては個人情報が集中する人事総務グループが主体となり、「特

定個人情報保護規程」及び「個人情報保護規程」に基づき、適正に運用しております。
内部監査については常勤の監査等委員立会いのもとで、製造部門や間接部門を対象として

実施しております。内部監査結果については「内部監査規程」に基づき半期毎に社外取締役
が出席する取締役会に報告しております。

2026年05月22日 20時20分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 25 ―

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録については「取締役会規程」に従い適切に備え付けております。取締役会

議事録を含む重要かつ必要な文書については「文書取扱規程」により適切に保存し保管して
おります。また、情報セキュリティ委員会活動を通じて、電子データの保管・管理方法やウ
イルスの脅威への対策の強化等を行い、活動状況、事故や問題発生状況を少なくとも年に一
度は経営会議に報告しております。

（3）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
財務リスクについては「経理規程」等の経理関係諸規程や「財務報告に係る内部統制」の

整備を通じて、販売リスクについては「与信管理規程」、購買リスクについては「購買管理
規程」「外注管理規則」「市場リスク管理規則」及び「為替予約ガイドライン」等の規程類を
通じて、また環境・品質リスクについてはＩＳＯ認証の取得企業として「環境品質方針」の
もとで「ＩＳＯ統合マニュアル」を策定・整備し、リスクのコントロール及び顕在化してく
るリスクへの対策に努めております。
また、労災リスクについては、安全衛生委員会およびその事務局が安全衛生対策を議論

し、定期的に取締役会に報告を行っております。
その他リスクに関しましても、各部・各委員会がそれぞれの所管に応じ、規程・マニュア

ルの作成などを通じて、適宜リスク管理レベルの向上に努めております。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
法令・定款に定められた事項及び経営方針その他の重要案件については月１回の定例取締

役会にて決裁を行い、また経営の迅速な意思決定を行うために月２回の定例経営会議で業務
執行に関する重要案件の決裁や審議が行われることを原則としております。必要が生じた場
合には臨時で取締役会・経営会議を開催し、また定款及び取締役会規程において、電磁的記
録による取締役会決議ができるように規定されており、柔軟な対応が可能となっておりま
す。また、コーポレートガバナンス・コードを尊重し、毎期取締役会の実効性を評価するこ
とで取締役会の一層の充実を指向しております。
また、決裁制度の基本事項を定めた「職務権限規程」に基づいた運用による責任体制の明

確化と意思決定の効率化の実現に努め、更に執行役員制度の運用による職務執行の迅速性が
確保できるように努めております。更に、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行
機能を分離することによる職務責任の明確化を図り、業務執行の機動性をより高めるため、
「取締役会規程（別表）取締役会付議事項」「職務権限規程」の改定がなされております。

なお、役員の選任や報酬、後継者計画等に関することを答申する取締役会の諮問機関とし
て、社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会を設置し、運用しております。
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（5）当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、兼松グループの一員として年に数回、兼松株式会社及び兼松グループの企業のト

ップマネジメントが集まる会合と監査役等が集まる会合に参加し、グループ経営に関する情
報を共有し、相互理解とコーポレートガバナンスの共通認識の徹底・向上に努めておりま
す。また、当社と兼松株式会社との間における不適切な取引や不正な会計処理を防止するた
め、適宜、情報交換を行うことにより、当社の独立性を十分に確保する体制を構築しており
ます。

（6）監査等委員会の監査等の職務が適切に行われることを確保するための体制
監査等委員会は３名の社外取締役で構成されており、うち１名が監査等委員長かつ常勤に

選定されております。常勤の監査等委員が重要な会議等に出席することを通じ、また監査室
を主とする内部統制部門と連携することで情報の収集が可能となっており、製造部門・営業
部門からの報告等、直接的な情報も収集できる体制を確保しております。
更に、監査等委員全員出席を原則とした経営者との面談を持つことによって、経営基本方

針の確認や執行側・監査等委員側それぞれが感じている課題、リスク等の意見交換ができて
おります。
監査環境につきましては、常勤の監査等委員が監査等委員会の実務面を執り行うことで環

境整備が図られ、十分な監査活動と運営が可能となるよう体制の構築を行っております。

（7）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
反社会的勢力については、行動準則において基本的な考え方を記載し、取引関係を含め一

切の関係を遮断しております。また、大阪府企業防衛連合協議会より情報収集を行い、同協
議会の泉州ブロックの会合に出席し、反社会的勢力の活動状況についての講習を受けており
ます。

（8）会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につ

いては、特に定めておりません。
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8. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、安定的な配当の

継続を重視するとともに、業績を反映した利益還元を行うことを基本方針としております。
一方で企業体質の強化に必要な内部留保の確保にも努め、内部留保金につきましては、安

定的な配当の継続に必要な経営基盤の確保と設備投資などの資金需要に有効に活用すること
を基本方針としております。
また、自己株式取得につきましては、財務状況等を総合的に勘案しつつ実施するものと認

識しております。
当期の期末配当金につきましては、2026年５月14日開催の取締役会において、次のとお

り決議いたしました。
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額

当社普通株式１株につき 2.0円 総額56,704,196円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年６月25日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告に記載しております金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）
流 動 資 産 6,678,920 流 動 負 債 5,012,983

現 金 及 び 預 金 1,670,580 電 子 記 録 債 務 113,278
電 子 記 録 債 権 1,265,299 買 掛 金 2,006,509
売 掛 金 1,236,160 短 期 借 入 金 1,470,000
商 品 及 び 製 品 1,246,323 1年内返済予定の長期借入金 1,167,000
仕 掛 品 333,381 未 払 金 31,506
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 885,875 未 払 費 用 43,935
前 払 費 用 17,201 未 払 法 人 税 等 12,816
そ の 他 24,098 未 払 消 費 税 等 30,981

固 定 資 産 6,390,162 預 り 金 9,016
有形固定資産 5,469,822 賞 与 引 当 金 45,600
建 物 323,860 設 備 関 係 未 払 金 55,549
構 築 物 104,296 そ の 他 26,791
機 械 及 び 装 置 1,619,734 固 定 負 債 2,165,278
車 両 運 搬 具 9,360 長 期 借 入 金 1,935,000
工 具 器 具 備 品 32,072 繰 延 税 金 負 債 221,351
土 地 3,194,589 環 境 対 策 引 当 金 47
建 設 仮 勘 定 185,908 資 産 除 去 債 務 8,879

無形固定資産 26,802 負 債 合 計 7,178,262
ソ フ ト ウ ェ ア 19,154 （純資産の部）
電 話 加 入 権 4,082 株 主 資 本 5,606,013
そ の 他 3,565 資 本 金 2,343,871

投資その他の資産 893,537 利 益 剰 余 金 3,265,769
投 資 有 価 証 券 499,188 利 益 準 備 金 156,776
関 係 会 社 株 式 286,715 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,108,992
長 期 貸 付 金 950 繰 越 利 益 剰 余 金 3,108,992
長 期 前 払 費 用 324 自 己 株 式 △3,626
前 払 年 金 費 用 93,999 評価・換算差額等 284,806
そ の 他 12,959 その他有価証券評価差額金 272,152
貸 倒 引 当 金 △600 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 12,654

純 資 産 合 計 5,890,820
資 産 合 計 13,069,083 負債・純資産合計 13,069,083
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損 益 計 算 書
（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 10,267,632
売上原価 8,880,476

売上総利益 1,387,155
販売費及び一般管理費 1,424,234

営業損失（△） △37,078
営業外収益

受取利息及び配当金 18,600
受取保険金 20,231
その他 17,630 56,462

営業外費用
支払利息 47,486
固定資産除却損 8,857 56,344
経常損失（△） △36,960
税引前当期純損失（△） △36,960
法人税、住民税及び事業税 4,190
法人税等調整額 △13,569 △9,379
当期純損失（△） △27,580
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株主資本等変動計算書
（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

（単位：千円）
株主資本

資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 2,343,871 151,106 3,198,947 3,350,054 △3,620 5,690,304
当期変動額
剰余金の配当 5,670 △62,374 △56,704 △56,704
当期純損失 △27,580 △27,580 △27,580
自己株式の取得 △5 △5
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 − 5,670 △89,955 △84,285 △5 △84,290
当期末残高 2,343,871 156,776 3,108,992 3,265,769 △3,626 5,606,013

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

当期首残高 122,681 10,464 133,146 5,823,450
当期変動額
剰余金の配当 △56,704
当期純損失 △27,580
自己株式の取得 △5
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 149,470 2,189 151,660 151,660

当期変動額合計 149,470 2,189 151,660 67,369
当期末残高 272,152 12,654 284,806 5,890,820
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（個別注記表）
１．記載金額

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。また、単位未満金額がある場合はゼロ、無い場合
は−を表示しております。

２．重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 ：市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品及び製品 ：総平均法
仕掛品 ：総平均法
原材料 ：総平均法
貯蔵品 ：主として個別法

（4）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３年〜50年
機械及び装置並びに車両運搬具 ２年〜12年

②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。
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（5）引当金の計上基準
①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。

②賞与引当金
従業員等に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。

③退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額及び年金資産の評価額

に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都
合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

④環境対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により処理が義務
付けられているＰＣＢ廃棄物の処理費用について、当事業年度末における見積額を計上しております。

（6）収益及び費用の計上基準
商品又は製品の国内の販売において、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
ただし、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）

第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は
製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しており
ます。

（7）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約について

は振当処理を行っております。

2026年05月22日 20時20分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 33 ―

３．重要な会計上の見積り
固定資産の減損損失の認識
①当事業年度の計算書類に計上した金額

貸借対照表における科目 金額（千円）

有形固定資産 5,469,822

無形固定資産 26,802

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社では保有する固定資産について、ＭＤＦ事業の単一事業としてグルーピングを行い、当該資産グ

ループ単位で減損の兆候を把握しております。
減損損失を認識するかの判定に際して用いられる将来キャッシュ・フローは、次年度の事業計画を基

礎としており、住宅関連市場の市況動向、原材料価格、販売数量等の外部要因に関する情報や当社が用
いている内部の情報に基づき、合理的な仮定をおいて計算しています。
また、不動産鑑定士による鑑定評価額を合理的に算定された価額とし、当該鑑定評価額から、過去実

績及び外部データを参考に合理的に見積もった処分費用見込額を控除しております。そのため、将来の
経営環境の変化または鑑定評価の前提となった対象物件周辺の不動産市況悪化等が発生した場合は、将
来キャッシュ・フローの見積り額と実績に乖離が生じ、翌事業年度以降に減損損失が発生する可能性が
あります。

４．貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 14,457,434 千円

５．損益計算書に関する注記
通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額

売上原価 16,961 千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 28,373,005 株

（2）当事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 20,907 株
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（3）配当に関する事項
①配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
2025年４月25日

取締役会 普通株式 56,704千円 2.00円 2025年３月31日 2025年６月27日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2026年５月14日
取締役会 普通株式 利益剰余金 56,704千円 2.00円 2026年３月31日 2026年６月25日

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 （千円）
貸倒引当金 189
賞与引当金 14,373
減価償却費 11,529
会員権評価損 1,626
投資有価証券評価損 17,554
環境対策引当金 14
棚卸資産評価損 5,346
税務上の繰越欠損金 57,669
その他 10,947

繰延税金資産小計 119,250
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 ―
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △21,587

評価性引当額小計 △21,587
繰延税金資産合計 97,662
繰延税金負債
前払年金費用 △29,628
土地評価差額 △159,258
繰延ヘッジ損益 △5,824
有価証券評価差額金 △124,302

繰延税金負債合計 △319,014
繰延税金負債の純額 △221,351
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８．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達し
ております。
電子記録債権、並びに売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図ってお

ります。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っ
ております。
借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。なお、デリバティブ

取引は市場リスク管理規則に従い、実需の範囲で行うこととしております。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（※）は、「その他有価証券」には含めておりません。
（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 1,670,580 1,670,580 ―

（２）電子記録債権 1,265,299 1,265,299 ―

（３）売掛金 1,236,160 1,236,160 ―

（４）投資有価証券

その他有価証券 271,738 271,738 ―

（５）関係会社株式 286,715 286,715 ―

資産計 4,730,493 4,730,493 ―

（１）電子記録債務 113,278 113,278 ―

（２）買掛金 2,006,509 2,006,509 ―

（３）短期借入金 1,470,000 1,470,000 ―

（４）長期借入金 3,102,000 3,070,464 △31,535

負債計 6,691,787 6,660,251 △31,535

デリバティブ取引 18,478 18,478 ―

（※）市場価格のない株式等
区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 227,450
市場価格のない株式等は、「(４) 投資有価証券」には含めておりません。
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時

価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定

した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 271,738 ― ― 271,738

関係会社株式 286,715 ― ― 286,715

デリバティブ取引 ― 18,478 ― 18,478

②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

現金及び預金 ― 1,670,580 ― 1,670,580

電子記録債権 ― 1,265,299 ― 1,265,299

売掛金 ― 1,236,160 ― 1,236,160

電子記録債務 ― 113,278 ― 113,278

買掛金 ― 2,006,509 ― 2,006,509

短期借入金 ― 1,470,000 ― 1,470,000

長期借入金 ― 3,070,464 ― 3,070,464

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
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現金及び預金、電子記録債権、並びに売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価として

おり、レベル２の時価に分類しております。

投資有価証券及び関係会社株式
これらの時価について、上場株式は取引所の価格によっております。上場株式は活発な市場で取引され

ており、レベル１の時価に分類しております。

電子記録債務、買掛金、並びに短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価として

おり、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り

引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。変動金利によるものは、短期間で市場金利を
反映し、また、当社の信用状態は借入実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額とほぼ等し
いと考えられるため、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引については、通貨関連取引（為替予約）であり、全てヘッジ会計を適用しておりま

す。また、時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時
価に分類しております。

９．持分法損益等に関する注記
該当事項はありません。
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10. 関連当事者との取引に関する注記
兄弟会社及び法人主要株主等

属性 会社等
の名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との関係
取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）役員の兼任等 事業上の関係

その他の
関係会社
の子会社

兼松ケミカル
株式会社

（所有）
直接 ─
（被所有）

直接 ─
─ 原材料の

仕入
原材料の
仕入

（注）１
2,304,465 買掛金 1,258,677

主要株主
（法人）

ＤＡＩＫＥＮ
株式会社

（所有）
直接 ─
（被所有）

直接 14.9%
１名 商品の仕入 商品の仕入

（注）２ 679,367 買掛金 85,711

（注）1. 原材料の仕入についての取引条件は、双方協議の上決定した価格によっております。
2. 商品の仕入についての取引条件は、双方協議の上決定した価格によっております。
3. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

おります。

11. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 207円77銭
（2）１株当たり当期純損失 0円97銭

12. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

13. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社の売上高は、顧客との契約から生じる収益であり、財又はサービスの種類別に分解した場合の内訳

は、以下のとおりです。
財又はサービスの種類別の内訳

財又はサービスの種類 金額（千円）

スターウッド 5,726,649

スターウッドＴＦＢ 3,511,820

商品 1,029,162

合計 10,267,632
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月27日
ホクシン株式会社
取締役会御中

PwC Japan有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 北 野 和 行

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 谷 吉 英 樹

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ホクシン株式会社の2025年４月１日から2026年

３月31日までの第76期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類
等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場
合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第76期事業年度における取締役の職務の
執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並び

に当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で
監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内
部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月29日
ホクシン株式会社 監査等委員会

監査等委員（常勤）山田 公徳 ㊞
監査等委員 澤 由美 ㊞
監査等委員 桂川 恵利子 ㊞

(注)監査等委員 山田公徳、澤由美及び桂川恵利子は会社法第２条第15号及び第331条第6項に規定する社外
取締役であります。

以 上
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株主総会会場
ホクシン株式会社

Ｎ (会場) 大阪府岸和田市木材町17番地２
ホクシン株式会社 ３Ｆ会議室

Tel. 072 (438) 0141

第76期定時株主総会会場ご案内

・南海本線をご利用の場合は、泉大津駅前を午前９時25分に出発する当社の
社有車をご利用ください。なお、タクシーご利用の場合は、会場までの所
要時間は約15分です。
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